
  

愛媛県で は、建 設業者が 行う

経 営 基 盤 強 化経 営 基 盤 強 化経 営 基 盤 強 化経 営 基 盤 強 化や新 分 野 進 出新 分 野 進 出新 分 野 進 出新 分 野 進 出等等等 等への 取組に係 る経費を助成（ 補助）していま す。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○対象となる建設業

者とは、土木工・建築工・舗装工・石工・れんが工・塗装工・建具工・

解体工・電気工・管工・機械設置工 ・測量・建築設計などの事業を営む 中小企業者等です。 ○補助 対象は、『調査計画、研究開発、人材養成、販路開拓』に係る経費

（（（ （ソフト事業ソフト事業ソフト事業ソフト事業 ））） ）です。  ○補助 率は、対象経費の〔〔〔 〔1/21/21/21/2 以内以内以内以内 〕〕〕 〕（一部の事業〔〔〔 〔2/32/32/32/3 以内以内以内以内 〕〕〕 〕）です。   ※上限額は 、2 002 002 002 00 万円万円万円万円（一部の事業10 010 010 010 0 万円万円万円万円）です 。 ○応募 事項   ①応募期間：平成2８年 4 月４日（月）～5 月６日（金） ②提出書類：建設産業経営革新等助成事業実施要望書など   ③提出先：（790-8570）松山市一番町4 丁目4－2         愛媛県 経済労働部 経営支援課 地域産業係              電 話  （0 89）912－2484 



 

 

 

◎◎◎◎    補助補助補助補助の対象者の対象者の対象者の対象者    

    日本標準産業分類による『建設業』又は『土木建築サービス業』に属する事業を営む

中小企業者（会社又は個人）又は中小企業団体 

 

◎◎◎◎    補助補助補助補助の対象事業の対象事業の対象事業の対象事業及び補助率及び補助率及び補助率及び補助率    

① 建設業の経営基盤強化に関する事業   ⇒ １／２以内（上限額２００万円）１／２以内（上限額２００万円）１／２以内（上限額２００万円）１／２以内（上限額２００万円） 

② 企業合併等に関する事業        ⇒ １／２以内（上限額２００万円）１／２以内（上限額２００万円）１／２以内（上限額２００万円）１／２以内（上限額２００万円） 

③ 新分野への進出に関する事業      ⇒ ２／３以内（上限額２００万円）２／３以内（上限額２００万円）２／３以内（上限額２００万円）２／３以内（上限額２００万円） 

④ 新分野への強化に関する事業      ⇒ １／２以内（上限額２００万円）１／２以内（上限額２００万円）１／２以内（上限額２００万円）１／２以内（上限額２００万円） 

⑤ 新分野の実現可能性の調査に関する事業 ⇒    １／２以内（上限額１００万円）１／２以内（上限額１００万円）１／２以内（上限額１００万円）１／２以内（上限額１００万円） 

 

◎◎◎◎    補助補助補助補助のののの対象経費対象経費対象経費対象経費    

・調査計画、研究開発、人材養成、販路開拓に係る経費。 

・ソフト事業に係る経費。 

・交付決定日から平成２９年３月末までの間に契約・支出される経費。 

※詳細は『愛媛県建設産業経営革新等助成事業募集要項』をご確認ください。 

※交付決定には、要望書を提出されてから約２ヶ月の期間を要します。 

 

◎◎◎◎    提出提出提出提出書類書類書類書類 

・要望書等の様式は、愛媛県庁のホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）から 

ダウンロードできます。 

（トップページ →「仕事･産業･観光」→「商工業」→「経営支援」） 

 

◎◎◎◎    補助対象補助対象補助対象補助対象事業事業事業事業のののの採択採択採択採択方法方法方法方法    

・補助対象事業の採択は、外部専門家を含めた審査会により決定します。 

・審査方法は、要望者によるプレゼン方式プレゼン方式プレゼン方式プレゼン方式（質疑応答を含む。）で実施します。 

 

◎◎◎◎    過去の過去の過去の過去の採択採択採択採択事業事業事業事業    

・これまでに補助を受けて実施した事業は、愛媛県庁のホームページから見ることが 

できますので参考にしてください。 

（トップページ →「社会基盤」→「建築･開発」→「相談窓口・支援」 

→「建設産業再生支援」→「愛媛県建設産業新分野進出事例集」） 

 

愛媛県建設産業経営革新等助成事業の概要 
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